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１ 改定の体制 

（１）改定体制の概要 

本計画の改定に当たっては、事務局である都市計画課が作業全般を⾏い、庁内の関係課で組織
する庁内検討委員会と、商工会議所や建築⼠会等の市内組織の代表、市⺠公募の市⺠代表、学識
者で組織する市⺠懇話会で検討を⾏うとともに、市⺠意⾒を計画に反映させるためパブリック・
コメントを実施しました。 

【改定体制図】 

 

 

 

 

 

 

（２）庁内検討委員会 

庁内検討委員会は、市の関係課によって組織し、本計画全体について検討・協議を⾏うととも
に、各課が所管する関連計画との調整・確認等を⾏いました。 

Ｎｏ． 部・室 課 担当 
１ 

危機管理室 防災危機管理課 
危機管理担当 

２ 防災対策担当 
３ 総務部 企画課   
４ 市⺠部 まちづくり課 コミュニティ活動推進担当 
５ 福祉部 福祉総務課 地域共⽣担当 
６ こども未来部 こども未来課   
７ 保健部 保健医療課   
８ 環境部 廃棄物対策課 廃棄物対策担当 
９ 

産業交流部 
産業政策課 ＣＮＦ・産業戦略担当 

10 商業労政課 商業・サービス担当 
11 農政課 土地改良担当 
12 上下⽔道部 上下⽔道経営課 企画総務担当 
13 建設部 建設総務課 建設政策担当 
14 教育委員会 教育総務課 施設担当 
15 消防本部 予防課 予防担当 
16 

都市整備部 
建築土地対策課 建築安全推進担当 

17 市街地整備課 まちなか整備担当 
18 住宅政策課 住まい政策担当 

市⺠、事業者、団体等から
の意⾒ 

市⺠懇話会 

パブリック・コメント 

反 映 改定に伴う庁内組織 

庁内検討委員会 

事務局（都市計画課） 
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（３）市民懇話会 
市⺠、事業者の声を反映させるため、学識経験者、各種団体の推薦及び市⺠公募による市⺠代

表、オブザーバーの計 13 名で組織され、計画改定の各段階において、ご意⾒をいただきました。 

（敬称略） 
区分 氏名 団体名・所属 

学識経験者 池田 浩敬 常葉⼤学社会環境学部 

事業者の代表等 

吉永 敏久 富⼠建築⼠会 

海野 幸男 富⼠商工会議所 

池野 裕介 静岡県土地家屋調査⼠会富⼠支部 

遠藤 典⽣ 富⼠市建設業組合 

関係団体の代表者等 

荻野 克雄 富⼠市町内会連合会 

齋藤 清隆 富⼠市まちづくり協議会連合会 

秋⼭ 奈都子 富⼠市地域防災指導員会 

横⼭ 沙紀 富⼠市社会福祉協議会 

市⺠代表 

榎本 博子 公募委員 

堀田 響子 公募委員 

渡邉 京子 公募委員 

オブザーバー 外⽊ 崇之 静岡県交通基盤部都市局 
都市計画課 

任期︓令和７年３⽉末まで 
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２ 改定の経過 

 

  会議名称 内容 

令
和
６
年 

７⽉ 10 ⽇〜31 ⽇ 
庁内書⾯ヒアリング調査 

（対象 34 課） 
・計画への取組状況について 

８⽉ 23 ⽇ 都市計画審議会 ・富⼠市事前都市復興計画の改定について 

９⽉５⽇ 第１回庁内検討委員会 
・⽯巻市の復興状況について 
・富⼠市事前都市復興計画（ビジョン編）に

ついて 

９⽉ 27 ⽇ 第１回市⺠懇話会 

・事前復興の必要性について 
・富⼠市の「事前復興」の取組 
・近年発⽣した⼤規模災害からの教訓 
・計画改定のポイントと概要について 

11 ⽉ 12 ⽇〜26 ⽇ 
庁内書⾯ヒアリング調査 

（対象 38 課） 
・復興プロセス編の確認について 

12 ⽉ 12 ⽇ 第２回庁内検討委員会 ・パブリック・コメント（案）について 

12 ⽉ 23 ⽇ 第２回市⺠懇話会 ・パブリック・コメント（案）について 

令
和
７
年 

２⽉ 14 ⽇〜 
３⽉ 14 ⽇ 

パブリック・コメント 

３⽉ 24 ⽇ 第３回市⺠懇話会 
・パブリック・コメント結果について 
・改定計画について 

３⽉ 26 ⽇ 都市計画審議会 ・改定計画について 

４⽉ 1 ⽇ 富士市事前都市復興計画 改定 
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３ 用語解説 

■ア⾏  

AIweb カメラ リアルタイムで映像や音声を確認でき、AI（⼈工知能）で分析できる
カメラ、システムのこと。 

カメラの映像から火災・煙・家屋倒壊を⾃動で検出し、発⽣位置と被害
状況を表⽰させるなど、最も重要な発災初動期において、より多くの被
害情報を迅速に⼊⼿することで、被害の拡⼤防止が期待されている。 

延焼遮断帯 火災延焼を阻止する機能をもつ、幹線道路、公園緑地、鉄道・河川や不
燃建築物群等により構築される帯状の不燃空間のこと。 

応急危険度判定調査 被災建築物の被害状況を調査し、余震等による危険の程度を判定する
こと。専門的知⾒を有する「応急危険度判定員」により、⾚（危険）・⻩
（要注意）・緑（調査済）のステッカーで危険度の表⽰を⾏う。 

■カ⾏ 
 

Car-SAT Car-SAT（移動型衛星通信設備）は、移動中のカメラで撮影した映像を
通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステムであり、移動
中の⾞両等から通信衛星を介して統合通信網へ接続された基地局へ映像
/音声/位置情報/監視情報を、基地局から移動中の⾞両等へ音声/制御情報
を伝送するもの。 

仮設住宅 災害により⾃宅が被害を受け、居住が難しい被災者に対し、⾏政が用
意する応急住宅のこと。新たに建設する建設型応急住宅のほか、既存の
共同住宅を仮設住宅として提供する賃貸型応急住宅がある。Ｐ71 参照。 

義務的経費 国や市区町村の歳出の内、支出することが制度として義務づけられて
いる経費のこと。⼈件費、扶助費（⽣活困窮者、児童、⽼⼈、心身障害者
等を援助するために要する経費）、公債費の３つからなる。 

旧耐震基準建築物 建築基準法が改正する、昭和 56 年以前に建築された建築物のこと。震
度６弱以上の地震での倒壊が懸念される。 

協働 同じ目的のために、対等の⽴場で協⼒して共に働くこと。 
緊急輸送路 ⼤規模地震等の災害時に、避難・救助をはじめ、物資の供給等の応急対

策活動を実施するため、優先的に交通の確保を⾏う道路のこと。 
建築制限 市街地が災害にあった場合に計画的な都市復興を推進するため、区域

を指定し、その区域内における建築物の建築を制限、又は禁止すること。 
第一次建築制限 建築基準法第 84 条においては、特定⾏政庁が、災害が発⽣した⽇から

最⼤２ヶ⽉の期間について建築制限が実施できる。 
第⼆次建築制限 被災市街地復興特別措置法第７条で、都市計画で定めた被災市街地復

興推進地域に対して同じく２年の建築制限が実施できる。 
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コンサルタント ある特定分野において専門的知識と経験を有し、顧客の相談に対して、
指導や助⾔を⾏う専門家のこと。 

■サ⾏  

災害特別融資制度 ⼤⾬や地震、津波等による災害の復旧や予防のための施設整備等に充
てる資⾦を、⾦利などの⾯で有利な条件で借りられるよう斡旋すること
により、災害に強い安全なまちづくりをめざすもの。 

SAR 衛星 SAR（合成開口レーダー、Synthetic Aperture Radar）衛星は、電磁
波（マイクロ波）を地表に向けて照射し、はね返ってきた電磁波を受信・
解析することで、地表の状態を映像化する⼈工衛星のこと。 

一般的な⼈工衛星と違いカメラで映像を撮影するわけではないため、
地表に太陽の光があたっていない夜間や悪天候下でも、24 時間観測が可
能。さらに観測対象の材質（⼈工物か、⾃然物か、⽔か）が識別可能で、
常に同じ条件で太陽光の影響を受けずに定点観測を続けることが可能な
ため、対象物の細かな変化をとらえることができる。 

市街化区域 都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域と、概ね 10 年以
内に優先的かつ計画的な整備・開発により市街化を図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。 
市街地開発事業 市街地を開発又は整備する事業のことで、具体的には都市計画法第 12

条に掲げられた、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、土地区画整理事
業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業の６
種類の事業のこと。 

⾃宅避難 災害が起きた際に、⾃宅が⼤きな被害を受けず避難所に⾏く必要がな
い場合に、⾃宅で避難⽣活を送ること。 

⽣活道路 地域の⼈々が⽇常⽣活で利用する道路で、幹線道路に出るまでの⽐較
的道幅の狭い、交通量の少ない道路のこと。 

相互応援協定 協定を締結した⾃治体において、地震等の⼤規模な災害が発⽣し、十
分甚⼤な被害を受けた場合に、被災⾃治体以外の協定⾃治体が物資の提
供、被災者の救出・救護、職員の派遣等について、相互に応援協⼒するも
の。 

■タ⾏  

地域コミュニティ 地域住⺠が⽣活している場所で、消費、⽣産、労働、教育、医療、スポ
ーツ、祭り等に関わり合いながら、住⺠相互の交流が⾏われている地域
社会や住⺠の集団のこと。 
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地区計画 地区の特性にあった良好な住環境や市街地環境を創出するための、都
市計画法に規定されているまちづくりルールのこと。道路や公園などの
公共施設の配置や規模を定めることができるほか、建築物の用途、⾼さ、
壁⾯の位置、形態意匠及び敷地⾯積の最低限度等の用途地域等を補完す
るきめ細かなルールを定めることができる。 

地籍調査 一筆（土地登記簿の一区画）ごとの土地の、所有者・地番・地目・境界
を確認し、⾯積を測量し、正確な地籍図・地籍簿を作る調査。 

投資的経費 市の歳出の中で、道路・橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会
資本の整備に要する経費のこと。普通建設事業費（道路、橋りょう、学校
等の建設事業費）、災害復旧事業費、失業対策事業費からなる。 

都市基盤 都市のさまざまな活動を支える最も基本となる施設。道路・鉄道等の
交通施設、上下⽔道、電気・ガス等エネルギー関連施設、ゴミ・汚⽔等処
理施設、情報通信施設、公園などが該当する。 

都市計画道路 都市計画法に基づいて都市計画決定された道路のこと。隣接する都市
とのつながりや、市内の拠点を結ぶ、市内の交通網の骨格となる道路と
なっている。 

■ナ⾏  

南海トラフ 東海沖から九州東方沖にかけて続く⽔深 4,000ｍ程の海溝のこと。⽇
本列島が位置するプレートにフィリピン海プレートが年間数ｃｍの割合
で沈み込んでいる境界で、これまで 100〜200 年単位で繰り返し⼤地震
が発⽣している。 

 
■ハ⾏  

被災者⽣活再建支援制
度 

⾃然災害により居住する住宅が全壊するなど、⽣活基盤に著しい被害
を受けた世帯に対し、支援⾦を支給し、⽣活の再建を支援するもの。「被
害程度」と「再建方法」に応じて基礎支援⾦と加算支援⾦の２つの支援⾦
が支給される。 

ＢＣＰ（事業継続計画） 災害や事故など不測の事態を想定して、事業継続の視点から対応策を
まとめたもの。危機発⽣の際、重要業務への影響を最小限に抑え、仮に中
断しても可及的速やかに復旧・再開できるようにあらかじめ策定してお
く⾏動計画のこと。 

ファシリテート グループワーク等の活動、話し合いが円滑に⾏われるように支援する
こと。 

複合市街地 住宅地と商業・工業がうまく調和した市街地のこと。 
福祉避難所 指定避難所で⽣活を続けることが困難な⾼齢者や障がい者等の要援護

者を⼆次的に受け⼊れるために開設する避難所のこと。 



 

93 

復興公営住宅 災害により住宅を全壊した被災者が⼊居するため、県や市が建設する
ほか、⺠間賃貸住宅の借上げなどにより堤供する住宅のこと。復興推進
計画に定められた期間内は⼊居者の収⼊要件が緩和される。 

復興事業計画 復興計画に掲げた、市の復興まちづくりの方針に基づき、具体的な取組
を⽰す計画のこと。 

復興まちづくり 被災市街地で市街地復興を⾏うに当たって、地区に関連する被災者や
地域住⺠、事業者等の参加を得て、計画の策定や復興事業の推進を図る
こと。⾏政と住⺠が連携・協働して、物的空間的な「街」の整備と⽣活や
産業など「まち」の構築を総合的に進める⾏為を総称することが多い。 

■ヤ⾏  

用途地域 都市計画法上の地域地区の一つであり、市街地における土地利用の混
在を防止するため、建築物の建て方等に関する最低限度の基準を定めた
13 種類の地域のこと。 

要配慮者 災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から⾃らを守るた
めに安全に避難するなど一連の⾏動をとるのに支援を要する⼈のこと。
災害時の情報収集・伝達や、⾃⼒での避難、避難所での避難⽣活が困難な
⼈のこと。 

■ラ⾏  

罹災証明書 家屋等の被害状況を証明するもの。Ｐ70 参照。 

 

 




